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岡山県介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業等に係る補助金審査等業務委託仕様書  

 

１ 委託業務の名称 

岡山県介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業等に係る補助金審査等業務 

 

２ 業務の目的 

国の総合経済対策（令和７年度厚生労働省補正予算）により実施する介護事業所等に対するサービス

継続支援事業、介護施設等に対するサービス継続支援事業、障害福祉サービス事業所等に対するサービ

ス継続支援事業及び救護施設等に対するサービス継続支援事業に係る補助金（以下「補助金」とい

う。）について、申請法人から提出される交付申請書等の受付審査等の業務を、迅速かつ適切に実施す

る。 

 

３ 契約期間 

契約締結日から令和９年２月２６日（金）までとする。 

 

４ 委託業務の内容 

本事業の遂行に当たり必要となる下記業務を、契約締結日から令和９年２月２６日（金）までの間に

おいて実施すること。 

 

（１）運営体制の構築 

業務の実施に必要となる人員、場所、備品及び設備（専用電話回線（固定電話・携帯電話）の開設及

び電子メールアドレス（フリーアドレスメールを除く）の取得を含む。）（以下「事務局」という。）

を確保の上、業務を執行管理できる運営体制を構築すること。 

なお、本事業の実施スケジュールの変更及び申請件数の変動等により、業務の実施に必要となる人員

配置に変動が生じる場合は、県と協議の上、受託者において人員調整を行うこと。 

※ 事務局の場所は岡山市内とする。 

※ 人員配置及び専用電話回線の数は、別紙１のとおり。 

 

（２）交付申請書及び添付書類（以下「交付申請書等」という。）の受付 

ア 法人から県又は事務局宛てに電子申請又は郵送により提出された交付申請書等を受理すること。 

イ 提出された交付申請書等について、受付番号の記入をすること。 

ウ その他、交付申請書等の受付について必要な事務を行うこと。 

 

（３）交付申請書等の審査 

ア 受理した交付申請書等について、業務マニュアルに基づく審査を実施すること。 

なお、業務マニュアル並びに交付申請書等の様式については、契約後に県から示すこととする。 

イ 交付申請書等に不備や疑義があった場合は、申請した法人に電話等で問い合わせるとともに、必

要に応じて書類の修正や再提出の依頼をすること。 
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ウ 審査後の交付申請書等の写し（編冊したもの）を県へ提出すること。 

エ その他、交付申請書等の審査について必要な事務を行うこと。 

 

（４）交付申請書等の管理簿データの作成 

（３）の審査が完了した交付申請書等について、必要情報（法人名、住所、事業所番号、事業所名、

サービス種別、申請額、その他県が指定する項目）を入力した管理簿を作成し、県へ提出すること。 

なお、管理簿の入力様式については、契約後、県と受託者が調整の上、定めるものとする。 

 

（５）変更承認申請書及び添付書類（以下「変更承認申請書等」という。）の受付・審査・管理簿デー

タの作成 

法人から変更承認申請書が提出された場合には、（２）から（４）と同じ要領で受付し、審査し、管

理簿を作成すること。 

 

（６）実績報告書及び添付書類（以下「実績報告書等」という。）の受付 

ア 申請した法人から県又は事務局に、電子申請又は郵送により提出された実績報告書等を受理する

こと。 

イ 提出された実績報告書等について受付番号を記入すること。 

ウ 実績報告書等が未提出の法人に対し、督促を行うこと。 

エ その他、実績報告書等の受付について必要な事務を行うこと。 

 

（７）実績報告書等の審査 

ア 受理した実績報告書等について、業務マニュアルに基づく審査を実施すること。 

なお、業務マニュアル並びに実績報告書等の様式については、契約後に県から示すこととする。 

イ 実績報告書等に不備や疑義があった場合は、提出した法人に電話等で問い合わせるとともに、必

要に応じて書類の修正や再提出の依頼をすること。 

ウ その他、実績報告書等の審査について必要な事務を行うこと。 

 

（８）実績報告書等の管理簿データの作成 

（７）の審査が完了した実績報告書等について、必要情報（法人名、住所、事業所番号、事業所名、

サービス種別、精算額、その他県が指定する項目）を入力した管理簿を作成し、県へ提出すること。 

なお、管理簿の入力様式については、契約後、県と受託者が調整の上、定めるものとする。 

 

（９）問い合わせ等の対応 

ア 事務局に専用回線を開設の上、必要な人員を配置し、法人からの問い合わせ（事業概要、交付申

請書等や実績報告書等の記入方法等）に対応すること。 

（受付時間：９時から１７時まで（岡山県の休日を定める条例（平成元年岡山県条例第２号）第１

条第１項に規定する県の休日（土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１

７３号）に規定する休日等）を除く）） 
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イ 問い合わせ対応を行った場合には、その内容について問い合わせ記録簿を作成し、県に提出する

こと。 

ウ 問い合わせ対応の際、疑義が生じた場合は県の担当者まで報告し指示を受けること。 

エ その他、問い合わせ等対応について必要な事務を行うこと。 

 

（10）業務マニュアルの関係者間での共有及び更新 

契約後、審査や問い合わせ対応等に係る業務マニュアルを県から示すため、関係者間で共有するこ

と。 

なお、業務の実施に当たり、必要に応じて県と協議の上、業務マニュアルの更新を行うこと。 

 

（11）通知書の印刷及び送付 

法人への案内並びに交付決定通知等の文書を対象の法人へ送付すること。 

 送付時期や送付対象等の詳細については別途指示する。 

 【留意事項】 

 ・印刷は、Ａ４カラー印刷とすること。 

 ・封筒を作成すること（作成する封筒は別紙２を参照すること）。 

・送付は、切手による郵送で行うこと。 

・送付時期及び印刷枚数の目安は次のとおり。なお、送付時期及び印刷枚数は変更となる場合があるた

め、県と受託者により協議の上、決定すること。 

 ①介護サービス分 

（食品購入補助）想定対象法人 249法人（654施設） 

（設備・物品購入補助）想定対象法人 1,278法人（3,148施設・事業所） 

令和８年６月下旬 ：約 775件（１件当たり２枚程度） 

令和８年７月下旬 ：約 775件（１件当たり２枚程度） 

令和８年 10月下旬 ：約 1,550件（１件当たり２枚程度） 

令和８年 11月下旬 ：約 775件（１件当たり２枚程度） 

令和８年 12月下旬 ：約 775件（１件当たり２枚程度） 

②障害福祉サービス分等 

（設備・物品購入補助）想定対象法人 1,000法人（2,862施設・事業所） 

令和８年７月下旬 ：約 1,000件（１件当たり２枚程度） 

令和８年 10月下旬 ：約 1,100件（１件当たり２枚程度） 

令和８年 11月下旬 ：約 500件（１件当たり２枚程度） 

令和８年 12月下旬 ：約 500件（１件当たり２枚程度） 

 

（12）その他、業務の遂行に必要な一切の事務等 

 

５ スケジュール（予定） 

別紙３のとおり。 
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６ 申請見込件数 

（１）食品購入補助 

（介護サービス分）交付申請数：約250件、変更承認申請数：約15件、実績報告数：約250件 

（２）設備・備品購入補助 

（介護サービス分）交付申請数：約1,300件、変更承認申請数：約70件、実績報告数：約1,300件 

（障害福祉サービス分等）交付申請数：約1,000件、変更承認申請数：約100件、実績報告数：約1,000件 

 

７ 留意事項 

（１）業務実績報告書の提出 

本業務の終了後、業務実績報告書を県に提出すること。 

業務実績報告書の内容については契約後に県から指示することとする。 

 

（２）再委託の制限 

ア 受託者は、本業務の全部を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 

イ 受託者は、本業務の一部を第三者に委託することができるが、その際は事前に、再委託の内容、

再委託先（称号又は名称）、その他再委託先に対する管理方法等、必要事項を県に対して予め文書

で協議しなければならない。 

 

（３）業務履行に係る関係人に関する措置要求 

ア 県は、本業務の履行につき著しく不適当と認められる場合は、受託者に対して、その理由を明示

した文書により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 

イ 県は、（２）イにより受託者から委託を受けた者で本業務の履行につき著しく不適当と認められ

る場合は、受託者に対して、その理由を明示した文書により、必要な措置をとるべきことを請求す

ることができる。 

ウ 受託者は、ア及びイによる請求があったときは、当該請求に係る事項について必要な措置を講

じ、その結果を、請求を受けた日から10日以内に、県に対して文書により報告しなければならな

い。 

 

（４）権利の帰属等 

本業務の実施により得られた成果物及び資料は、原則として県に帰属する。 

 

（５）機密の保持 

受託者は、本業務を通じて知り得た情報を機密情報として扱い、目的外の利用、第三者に開示、漏洩

してはならない。契約終了後もまた同様である。 

事務局では、関係者以外の立入を禁ずる、無人の際には必ず施錠する、並びに外部へのデータの持ち

出しを禁ずるなど十分な個人情報漏洩対策や情報セキュリティ対策を講じること。 
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（６）個人情報の保護 

受託者が本業務の実施に当たり個人情報を取り扱う場合には、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守

しなければならない。 

 

（７）その他 

本仕様書に定めのない事項が生じた場合は、県と受託者が協議の上、定めるものとする。 

 


